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ジ
ョ
ー
ジ

は
じ
め
に

’●

ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
抵
抗
権
論

　
「
暴
君
に
対
す
る
抵
抗
」
と
い
う
主
題
は
、
こ
れ
を
基
礎
付
け
る

理
論
の
変
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
ケ
ロ
の
『
義
務
に
つ
い
て
』
、

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
『
王
権
論
に
つ
い
て
』
や
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ィ
の
ジ
ョ

・
ン
の
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
、
さ
ら
に
は
ロ
ッ
ク
の
『
統
治
二
論
』

に
至
る
ま
で
、
古
典
古
代
か
ら
近
代
を
貫
通
す
る
知
的
共
有
財
産
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

し
て
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
こ
の
「
低
抗
」
が
実
践
さ
れ
た
一
例

と
し
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
マ
リ
ー
伯
の
主
導
に
よ
る
一

五
六
七
年
の
メ
ア
リ
女
王
廃
位
が
あ
る
。
こ
れ
は
メ
ア
リ
女
王
と
緊

密
な
関
係
の
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
国
フ
ラ
ン
ス
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
隣
国
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
宗
教
的

、」

林
　
　
麻

衣
子

及
び
政
治
的
脅
威
と
し
て
深
刻
に
受
け
止
め
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
政
府
に
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

の
抵
抗
の
正
当
性
を
提
示
す
る
よ
う
強
く
要
求
し
た
。
こ
の
よ
う
な

背
景
の
も
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
名
声
を
博
し
て
い
た
人
文
主
義
者

ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
（
o
①
o
『
σ
q
①
｝
；
す
頸
目
螂
p
－
g
①
－
o
0
N
）
は

こ
の
抵
抗
の
正
当
性
を
対
外
的
に
示
す
目
的
で
、
プ
ラ
ト
ン
的
対
話

形
式
に
よ
る
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
国
王
の
法
に
つ
い
て
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

（
b
“
旨
ミ
完
翁
ミ
§
ミ
讐
o
雪
一
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。
国
王

に
対
す
る
抵
抗
あ
る
い
は
服
従
が
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
た
十
六
世

紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
彼
の
著
作
は
「
そ
の
世
紀
の
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

治
的
論
文
の
中
で
最
も
影
響
力
を
も
っ
た
」
作
品
と
な
っ
た
。

　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
理
論
は
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
諸
説
に
属
し
、
ブ
キ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

ナ
ン
は
「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
革
命
論
者
の
中
で
最
も
急
進
的
な
人
物
」
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と
称
さ
れ
、
人
民
主
権
あ
る
い
は
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
〕

ム
の
提
唱
者
と
し
て
先
駆
的
な
役
割
を
担
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
こ
う
し
た
近
代
的
な
側
面
を
強
調
し
た
ブ
キ
ャ
ナ
ン
像
に
対

し
て
、
マ
ク
フ
ァ
レ
ン
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
理
論
、
特
に
統
治
者
の
捉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
↓

え
方
は
中
世
的
で
あ
る
と
解
釈
し
、
オ
ー
ク
リ
ー
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の

抵
抗
権
論
に
は
彼
の
師
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
ジ
ャ
ー
一
旨
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

；
ど
o
『
二
き
†
］
g
o
）
の
影
響
が
見
出
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た

メ
イ
ソ
ン
は
近
代
政
治
思
想
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
ブ
キ
ャ
ナ

ン
の
理
論
の
先
駆
的
な
位
置
付
け
を
否
定
せ
ぬ
も
の
の
、
寧
ろ
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

理
論
に
見
ら
れ
る
人
文
主
義
的
な
側
面
に
焦
点
を
当
て
論
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

　
以
上
の
よ
う
な
近
年
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
プ
キ
ャ

ナ
ン
の
理
論
の
基
幹
に
は
人
文
主
義
の
影
響
、
特
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
u
〕

ス
の
自
然
法
や
キ
ケ
ロ
的
ス
ト
ア
主
義
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
、

彼
の
理
論
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
中
で
は
急
進
的
で
は
あ
る
が
、
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

そ
の
も
の
に
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
的
要
索
が
な
い
こ
と
、
な
ど
で
あ

る
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
既
存
の
研
究
成
果
を
受
け
入
れ
、
本
稿
で

は
従
来
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
当
時
の
聖
書
解
釈

に
対
す
る
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
見
解
に
も
着
目
し
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
抵
抗

権
論
の
重
層
的
構
造
に
注
目
し
な
が
ら
、
ま
た
同
時
代
の
モ
ナ
ル
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

マ
キ
の
抵
抗
権
論
と
の
比
較
を
通
し
て
、
彼
の
理
論
の
特
色
に
つ
い

て
新
た
な
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

1

抵
抗
権
の
論
拠
（
：

　
－
自
然
法
に
基
づ
く
王
権
及
び
法
の
起
源
－

　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
ま
抵
抗
権
論
を
構
築
す
る
際
、
そ
の
前
提
と
し
て
始

　
　
　
　
　
一
H
一

源
状
態
を
想
定
し
、
簡
潔
で
は
あ
る
が
、
自
然
法
に
基
づ
く
社
会
形

成
を
説
く
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
よ
る
と
、
始
源
状
態
で
は
「
法
律
は
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
〕

在
せ
ず
」
、
人
問
は
「
あ
ぱ
ら
屋
や
洞
穴
に
住
み
」
一
〇
、
H
－
も
・
O
。
一
放

　
　
　
＾
1
6
〕

浪
し
て
い
る
。
但
し
、
人
問
に
は
「
神
の
法
」
、
「
自
然
法
」
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
一

は
理
性
と
い
う
「
光
」
（
P
長
O
ヒ
一
が
、
「
神
に
よ
り
我
々
の
魂

に
吹
き
込
ま
れ
」
一
P
員
P
昌
一
て
お
り
、
そ
れ
は
「
人
間
に
奥
深

く
根
付
い
て
い
る
」
（
君
畠
－
ω
ら
．
旨
）
。
こ
の
光
に
よ
っ
て
喚
起
さ

れ
た
「
人
間
は
本
性
上
、
社
会
を
形
成
し
芙
同
生
活
の
た
め
に
生
き

る
」
（
君
．
曽
－
－
一
暑
．
塞
－
蜆
）
の
で
あ
る
。

　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
理
論
で
は
神
の
力
は
人
間
を
創
造
し
、
社
会
形
成

す
る
よ
う
彼
ら
に
光
を
授
け
る
点
に
お
い
て
の
み
働
く
。
つ
ま
り
彼

は
理
性
の
法
と
し
て
の
自
然
法
を
強
調
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

ゾ
ー
ン
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
、
あ
る
い
は
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
社
会
的
政
治
的

動
物
の
よ
う
に
社
会
性
を
本
性
と
す
る
理
性
的
な
人
間
を
前
提
と
す

る
。
こ
の
生
得
理
性
に
よ
り
人
問
は
「
不
道
徳
と
真
実
を
識
別
す
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る
L
一
〇
。
兵
O
ヒ
一
こ
と
が
で
き
、
自
然
に
社
会
を
形
成
す
る
。
社

会
を
形
成
せ
ず
、
「
孤
独
を
好
み
人
と
の
会
話
を
避
け
る
」
者
は

「
心
の
病
」
一
巳
ω
も
■
昌
）
に
罹
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
理
性
は

認
識
源
で
あ
り
、
社
会
形
成
の
前
提
条
件
な
の
で
あ
る
。
ブ
キ
ャ
ナ

ン
は
、
ボ
ダ
ン
の
よ
う
に
神
に
よ
り
父
権
的
権
威
が
生
じ
、
そ
こ
か

ら
国
家
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
理
論
を
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
自
然
法
に
よ
る
帰
緒
と
し
て
直
接
的
に
人
間
結
合
・
社
会

形
成
を
導
き
、
そ
れ
が
国
家
形
成
へ
と
つ
な
が
る
と
論
ず
る
こ
と
に

＾
冊
〕

な
る
。
ボ
ダ
ン
は
絶
対
王
政
論
を
提
唱
し
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
制
限
制

王
政
論
を
主
張
し
た
。
彼
ら
の
異
な
る
社
会
形
成
の
論
拠
が
二
人
の

理
論
の
分
岐
点
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
こ
の
前
提
か
ら
生
じ
る
帰
結
は
二
点
あ
る
。
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岨
一

は
人
民
に
よ
る
政
治
的
権
威
の
確
立
、
す
な
わ
ち
国
王
創
造
で
あ
る
。

人
間
が
形
成
し
た
社
会
で
は
、
「
人
間
同
士
の
間
に
不
和
が
生
じ
る

た
め
国
王
の
創
造
が
必
要
と
な
り
」
一
〇
、
ω
－
；
、
寄
一
、
人
民
は
社
会

を
維
持
す
る
た
め
に
国
王
を
創
造
す
る
。
完
全
な
徳
を
持
つ
者
が

「
自
然
に
国
王
と
な
る
」
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

た
め
、
人
民
が
社
会
の
中
か
ら
「
本
性
が
最
も
卓
越
し
た
人
物
」

（
P
員
O
・
畠
一
、
す
な
わ
ち
「
衡
平
さ
と
思
慮
深
さ
」
一
P
曇
貝
3

に
最
も
優
れ
た
人
物
を
国
王
に
選
ぶ
の
で
あ
る
。
王
位
は
元
来
、

「
衡
平
を
維
持
す
る
機
関
」
一
〇
、
ぎ
p
昌
一
で
あ
り
、
思
慮
深
さ
と

は
善
悪
を
見
分
け
「
共
同
体
を
統
治
す
る
能
力
」
（
p
曽
一
p
－
o
。
）
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
統
治
者
に
必
要
な
資
質
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ブ

キ
ャ
ナ
ン
は
人
民
に
よ
る
国
王
創
造
と
い
う
理
論
か
ら
人
民
を
国
王

の
上
に
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。

　
国
王
創
造
の
理
由
と
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
前
提
と
し
た
理
性
的
人
聞
像

は
一
見
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
れ
は
同
じ
く
自

然
法
を
拠
り
所
と
す
る
ア
ク
ィ
ナ
ス
や
ロ
ッ
ク
に
も
共
通
に
見
ら
れ

る
ア
ポ
リ
ア
一
理
論
的
難
点
一
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
難
点
は
、

ひ
と
ま
ず
さ
て
お
い
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
始
源
状
態
か
ら
国
王
創
造

ま
で
の
理
論
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
観
念
を
用
い
ず
に
世
俗
的
に

論
証
す
る
た
め
に
人
間
同
士
の
不
和
状
態
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を

強
調
し
て
お
こ
う
。

　
二
つ
目
の
帰
結
は
人
民
が
立
法
権
を
有
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
神
か
ら
の
光
に
よ
り
法
は
「
本
性
の
神
秘
の
最
も
奥

深
い
と
こ
ろ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
神
自
身
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
、
我
々
に
提
示
さ
れ
」
一
〇
。
貴
O
、
窒
一
、
個
々
の
人
問
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
〕

内
面
に
刻
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
よ
る
と
、
神

か
ら
の
生
得
理
性
の
結
果
、
人
民
が
立
法
す
る
能
力
を
有
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
〕

権
力
を
保
持
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
理
性
か
ら
法
を
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導
き
出
す
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
理
論
に
は
キ
ケ
ロ
的
影
響
が
強
い
の
で

　
＾
η
）

あ
る
。

　
神
に
よ
っ
て
法
を
提
示
さ
れ
る
人
民
の
「
最
高
権
力
」
と
は
「
立

法
す
る
こ
と
」
（
P
自
O
ら
嚢
）
と
な
る
。
し
か
し
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
政
体
の
よ
う
に
そ
の
権
利
を
有
す
る
人
民
全
員
が
，

立
法
に
参
加
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
な
い
。
彼
に
よ
る
と
、
「
人

民
全
体
の
判
断
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
」
、
「
全
て
の
人
民
か
ら
選
ば

れ
た
あ
る
一
定
」
の
者
達
が
「
国
王
と
共
に
カ
ウ
ン
シ
ル
に
集
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
）

り
」
一
口
。
ξ
P
竃
）
法
を
制
定
す
る
。
彼
は
立
法
過
程
に
お
い
て

「
国
王
を
伴
う
コ
モ
ン
・
カ
ウ
ン
シ
ル
」
（
O
．
S
も
。
S
）
を
強
調
し

て
お
り
、
事
実
上
、
立
法
権
は
カ
ウ
ン
シ
ル
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
人
民
主
権
と
い
う
語
は
用
い
て
い
な
い
が
、
ボ
ダ
ン

が
主
張
し
た
よ
う
に
立
法
権
を
有
す
る
者
が
主
権
考
で
あ
る
と
捉
え

れ
ぱ
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
理
論
に
お
け
る
世
俗
界
で
の
主
権
考
は
理
論

上
、
人
民
で
あ
り
、
事
実
上
、
カ
ウ
ン
シ
ル
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　
こ
れ
ら
二
点
の
帰
結
か
ら
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
人
民
に
選
定
さ
れ
た

国
王
は
人
民
が
立
法
し
た
法
に
服
従
す
る
と
い
う
理
論
を
導
き
出
す
。

彼
に
よ
る
と
、
王
国
の
首
長
は
「
国
王
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
一
人
の

人
間
で
あ
り
、
無
知
に
よ
り
多
く
の
点
で
過
ち
を
犯
し
」
一
〇
、
員
O
。

畠
一
、
容
易
に
放
縦
に
陥
り
や
す
い
の
で
、
「
国
王
の
不
正
な
欲
望
を

抑
制
す
る
た
め
に
」
（
P
一
8
ら
あ
N
）
法
が
必
要
と
な
る
。
法
と
は

国
王
に
と
っ
て
「
国
王
の
欲
望
を
拘
束
す
る
も
の
」
一
導
員
O
■
畠
）

で
あ
る
。
従
っ
て
「
立
法
の
理
由
は
、
国
王
創
造
の
理
由
と
同
じ
で

あ
る
」
一
P
量
P
轟
一
。
前
者
は
国
王
の
欲
望
を
抑
制
し
、
後
老
は

　
　
　
　
　
　
　
　
一
別
）

人
民
の
欲
望
を
抑
制
す
る
。
国
王
の
権
力
を
制
限
す
る
法
は
、
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
）

法
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
実
定
法
を
も
意
味
す
る
が
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は

寧
ろ
後
者
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
法
の
支
配
は
人
民

が
国
王
を
創
造
す
る
君
主
政
に
お
い
て
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
国
王
の
法
へ
の
服
従
と
い
う
古
典
古
代
以
来
の
主
題

を
継
承
し
つ
つ
も
、
絶
対
王
政
論
考
が
国
王
に
立
法
権
を
帰
属
さ
せ

た
の
と
は
異
な
り
、
人
民
に
立
法
権
を
付
与
し
、
国
王
を
実
定
法
の

下
に
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
以
上
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
「
相

互
契
約
」
の
理
論
で
あ
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
国
王
は
戴
冠

式
に
お
い
て
「
人
民
全
体
に
先
祖
の
法
律
、
儀
式
、
古
い
制
定
法
を

遵
守
す
る
こ
と
を
恭
し
く
誓
う
」
一
暑
．
O
。
干
㎝
も
、
3
）
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
人
民
に
対
す
る
国
王
の
義
務
が
発
生
す
る
。
国
王
の
義
務
と
は
、

キ
ケ
ロ
の
い
う
「
人
民
の
福
祉
が
最
高
の
法
」
一
〇
．
貞
O
。
窪
一
を
達

成
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
民
の
安
寧
を
守
り
社
会
を
維
持
す
る
こ
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と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
王
の
あ
る
べ
き
姿
と
は
「
放
縦
な
も
の
を

節
制
し
、
極
端
な
も
の
を
衡
平
に
し
、
怒
れ
る
者
を
正
し
い
精
神
へ

と
導
く
」
（
p
8
ら
．
ミ
）
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
国
王
は
「
法
の
規
則

に
言
動
を
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
O
・
畠
ら
・
S
）
。
そ
こ

で
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
こ
れ
ま
た
キ
ケ
ロ
の
レ
ク
ス
・
ロ
キ
ュ
エ
ン
ス
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㏄
一

論
一
ミ
ぎ
§
§
竃
苧
8
q
一
を
引
用
し
て
、
「
国
王
と
は
、
も
の

言
う
法
で
あ
り
、
も
の
言
わ
ぬ
王
、
そ
れ
が
法
で
あ
る
」
（
O
。
覇
ら
．

昌
一
と
主
張
す
る
。
国
王
は
法
に
よ
る
制
限
及
び
法
の
遵
守
を
誓
い
、

人
民
の
鑑
と
な
り
、
彼
ら
に
模
範
を
示
す
よ
う
に
自
ら
の
言
動
を
法

に
一
致
さ
せ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ブ
キ
ャ

ナ
ン
は
キ
ケ
ロ
に
依
拠
し
て
国
王
の
義
務
を
説
き
、
国
制
を
維
持
す

る
役
目
を
国
王
に
課
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
自
ら
の
義
務
を
誓
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
王
は
人

民
か
ら
「
あ
ら
ゆ
る
特
権
も
与
え
ら
れ
る
」
一
巳
8
ら
．
O
．
e
。
人
民

は
、
国
王
が
自
ら
の
任
務
を
遂
行
す
る
限
り
国
王
に
服
従
す
る
義
務

　
　
　
　
　
＾
η
〕

を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
国
王
と
人
民
と
の
間
の
相
互
契
約
」

（
ミ
ミ
ぎ
亀
暗
き
、
秦
“
§
§
〔
ミ
ぎ
｝
邑
慧
き
o
）
（
p
一
墨
ら
．
㊤
①
）

が
成
立
す
る
。
但
し
、
既
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に

と
っ
て
国
王
権
力
の
源
は
神
で
は
な
く
人
民
で
あ
る
た
め
、
国
王
と

同
様
に
「
人
民
も
同
じ
特
権
を
保
持
し
て
い
る
」
（
O
．
H
0
9
P
O
．
8
。

そ
の
よ
う
な
社
会
で
は
人
民
の
特
権
や
自
由
が
基
本
原
理
と
さ
れ
、

人
民
の
方
が
「
国
王
よ
り
大
き
な
権
能
を
有
す
る
」
一
P
昌
9
P

。
。
e
の
で
あ
る
。
抵
抗
権
論
者
の
基
本
的
命
題
と
な
っ
た
よ
う
に
、

「
統
治
者
は
個
人
に
ま
さ
り
、
全
体
に
劣
る
」
一
§
包
亀
ミ
茅
§
亀
§

§
ぎ
§
吻
§
ぎ
ミ
一
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
国
王
が
相
互

契
約
に
違
反
し
た
場
合
、
国
王
は
公
共
の
敵
と
な
り
、
国
王
の
上
に

位
置
す
る
人
民
は
彼
を
合
法
的
に
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し

て
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
自
然
法
に
基
づ
く
王
権
の
起
源
か
ら
相
互
契
約
を

演
緯
し
、
そ
こ
か
ら
抵
抗
権
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。

抵
抗
権
の
論
拠
（
二
一

　
　
　
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
古
来
の
国
制
観
1

　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
古
来
の
国
制
観
に
も
依
拠
し

て
人
民
に
よ
る
国
王
の
創
造
と
人
民
へ
の
立
法
権
の
帰
属
を
正
当
化

す
る
。

　
プ
キ
ャ
ナ
ン
は
ケ
ル
ト
的
タ
ニ
ス
ト
リ
ー
一
族
長
後
継
者
選
定

制
一
の
慣
習
を
モ
デ
ル
に
「
古
来
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
」
は
「
氏

族
の
首
長
を
選
定
し
て
い
た
」
（
O
，
O
。
介
℃
。
3
）
と
指
摘
し
、
当
初
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
〕

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
選
定
制
君
主
政
が
行
わ
れ
て
い
た
と
論
ず
る
。

こ
こ
に
お
い
て
も
彼
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
国
王
選
定
の
「
第
一
原
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則
L
と
し
て
、
「
有
徳
な
者
が
選
ぱ
れ
る
」
一
君
。
ミ
ー
O
。
ら
．
彗
一
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
一

強
調
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
』
に
よ
る
と
、

初
代
国
王
フ
ァ
ー
ガ
ス
は
「
知
恵
と
行
動
に
よ
り
」
「
人
民
の
集
会

　
　
　
　
　
　
＾
3
0
）

で
」
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
選
定
制
の
慣
習
が
世
襲
君
主
制
へ
と
移
行

し
た
の
は
ケ
ニ
ス
三
世
の
時
代
で
あ
る
。
ケ
ニ
ス
三
世
は
自
ら
の
王

位
を
息
子
に
継
承
さ
せ
る
た
め
に
会
議
に
お
い
て
世
襲
君
主
制
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
引
〕

う
法
律
を
新
た
に
制
定
し
た
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
ケ
ニ
ス
の
こ
の
行
動

を
「
人
民
の
意
思
に
反
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
得
る
た
め
に
人
民

を
説
得
し
て
行
っ
た
」
（
O
．
鼻
P
竃
一
と
批
判
的
に
捉
え
る
が
、
そ

れ
以
降
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
世
襲
君
主
制
が
憤
習
と
な
っ
た
こ
と

を
容
認
す
る
。
但
し
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
こ
の
世
襲
君
主
制
で
は
「
愚

か
で
気
が
狂
っ
て
い
る
息
子
」
一
〇
亀
一
P
竃
一
に
は
継
承
権
が
な
い

と
付
言
し
て
お
り
、
世
襲
君
主
制
の
慣
習
に
お
い
て
も
国
王
の
資
質

を
重
視
し
て
い
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
古
来
の
国
制
観
に
依
拠
し
て
こ

の
よ
う
な
慣
習
が
「
外
国
の
支
配
か
ら
免
れ
て
二
千
年
間
も
続
い
て

い
る
」
（
O
■
畠
ω
も
．
H
富
）
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
固
有
の
君
主
政
を
擁

護
す
る
の
で
あ
る
。

　
人
民
に
帰
属
す
る
立
法
権
に
関
し
て
も
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
の
古
来
の
国
制
観
を
根
拠
に
「
我
々
が
我
々
自
身
と
国
王

に
平
等
で
公
平
な
法
律
を
課
し
た
」
一
呂
員
O
。
－
S
）
と
自
ら
の
主

張
を
正
当
化
す
る
。
ま
た
彼
は
「
国
王
に
関
す
る
法
律
は
幾
時
代
も

前
に
立
法
さ
れ
、
王
国
に
国
王
が
確
立
さ
れ
る
際
、
新
た
な
法
は
制

定
さ
れ
ず
に
古
い
法
が
承
認
さ
れ
満
た
さ
れ
て
い
た
」
（
o
．
o
。
べ
一
p

彗
一
と
主
張
し
、
初
代
国
王
フ
ァ
ー
ガ
ス
の
征
服
論
を
否
定
し
て
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
拐
）

民
に
よ
る
立
法
を
説
く
の
で
あ
る
。

　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
国
王
の
戴
冠
式
に
お
い
て
生
じ
る
国
王
と
人
民
と

の
間
の
相
互
契
約
を
「
我
々
の
政
体
の
最
初
か
ら
継
承
さ
れ
て
き

た
」
、
「
永
遠
の
慣
習
」
＾
O
宣
ら
．
覇
）
で
あ
る
と
し
、
そ
の
戴
冠
式

の
宣
誓
に
違
反
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
法
を
犯
し
た
場
合
、
国
王
は

抵
抗
さ
れ
る
と
論
ず
る
。
彼
は
そ
の
事
例
と
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

王
ジ
ョ
ン
・
ペ
イ
リ
オ
ル
（
』
o
巨
｝
竺
〇
一
し
N
漫
－
－
串
閉
）
の
例
を

挙
げ
る
。
ペ
イ
リ
オ
ル
は
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ド
ワ
ー
ド
エ
⊥
の

権
威
に
自
ら
と
そ
の
王
国
を
従
属
さ
せ
た
」
た
め
、
人
民
の
抵
抗
を

受
け
「
ロ
バ
ー
ト
一
世
が
彼
の
代
わ
り
に
」
一
P
O
。
介
P
雷
）
国
王
と

な
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
も
プ
キ
ャ
ナ
ン
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
制

観
に
依
拠
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
三
世
の
例
を
挙
げ
、

そ
の
よ
う
な
邪
悪
な
国
王
は
「
永
久
禁
固
刑
」
に
処
さ
れ
る
か
、

「
追
放
」
あ
る
い
は
「
死
刑
」
一
P
婁
P
胃
）
に
処
さ
れ
る
べ
き
と

主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
自
然
法
に
基
づ
く
自
ら
の

理
論
の
正
当
性
を
補
強
す
る
た
め
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
古
来
の
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国
制
観
に
依
拠
し
て
そ
の
事
例
を
挙
げ
、

化
す
る
の
で
あ
る
。

人
民
に
よ
る
抵
抗
を
正
当

　
と
こ
ろ
で
、
人
民
に
よ
る
国
王
確
立
、
国
王
の
上
に
位
置
す
る
人

民
、
法
の
下
に
い
る
国
王
、
人
民
と
国
王
と
の
間
の
相
互
契
約
と
い

う
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
主
題
は
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
理
論
に
も
見
ら
れ
た
。

し
か
し
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
顕
著
な
相
違
は
そ
の
主
題

を
基
礎
付
け
る
論
証
方
法
に
あ
っ
た
。

　
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
国
王
確
立
に
関
し
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
＾
3
3
〕

始
源
状
態
を
想
定
せ
ず
、
自
然
法
で
は
な
く
聖
書
に
依
拠
し
て
神
か

ら
国
王
が
選
ぱ
れ
た
後
、
人
民
の
同
意
を
媒
介
と
し
て
国
王
が
確
立

さ
れ
た
と
論
ず
る
。
例
え
ぱ
、
『
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ
ア
エ
』
の
作
考
は

絶
対
王
政
論
者
も
頻
繁
に
引
用
し
た
サ
ム
エ
ル
記
第
八
章
を
用
い
て
、

神
が
「
人
民
を
統
治
す
る
べ
き
者
と
し
て
サ
ウ
ル
を
選
ん
だ
」
と
解

釈
し
て
、
従
来
通
り
国
王
の
神
的
起
源
を
擁
護
す
る
。
そ
の
上
で
人

民
の
同
意
を
得
て
、
サ
ウ
ル
国
王
は
「
人
民
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
別
〕

た
」
と
解
釈
し
、
人
民
に
よ
る
国
王
確
立
を
主
張
す
る
。
そ
こ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
朋
〕

こ
の
作
考
は
人
民
全
体
が
国
王
よ
り
大
き
な
権
能
を
有
す
る
と
導
く
。

こ
の
よ
う
に
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
聖
書
に
依
拠
し
て
「
選
ぱ
れ
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

の
」
と
「
立
て
ら
れ
し
も
の
」
と
い
う
二
分
法
的
理
論
を
掲
げ
、
権

力
の
神
的
起
源
を
説
く
神
学
に
基
づ
く
論
証
に
よ
っ
て
人
民
に
よ
る

国
王
創
造
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
と
異
な
り
、
キ
ケ
ロ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

引
用
し
て
社
会
形
成
が
神
の
意
志
に
則
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
聖
書

に
は
依
拠
せ
ず
神
か
ら
人
問
に
与
え
ら
れ
た
理
性
の
み
を
用
い
、
さ

ら
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
古
来
の
国
制
観
を
根
拠
に
人
民
に
よ
る
政

治
的
権
威
の
確
立
を
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
に
世
俗
的
に
基
礎
付
け

ら
れ
た
彼
の
理
論
に
は
国
王
の
神
的
起
源
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
神

の
似
姿
と
し
て
の
国
王
と
い
う
典
型
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
観
念
も
な

く
、
最
も
有
徳
で
倫
理
的
か
つ
道
徳
的
模
範
と
な
る
一
人
の
人
間
と

し
て
の
国
王
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
国
王
の
捉

え
方
に
は
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
と
異
な
り
、
ス
ト
ア
的
影
響
が
強
い
の
が

特
徴
的
で
あ
る
。

　
ま
た
『
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ
ア
エ
』
の
作
者
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
同
じ
主

題
を
擁
護
し
、
「
人
民
か
ら
諸
法
を
受
け
取
る
国
王
」
を
実
定
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鎚
〕

下
に
置
き
国
王
の
法
へ
の
服
従
を
説
く
が
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
ほ
ど
明
確

に
人
民
の
立
法
権
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
作

者
は
実
定
法
へ
の
服
従
よ
り
も
神
の
法
へ
の
服
従
に
重
き
を
置
い
て

い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
両
者
の
異
な
る
論
証
方
法
が
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
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既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
人
民
と
国
王
と
の
問
の
相
互
契
約
論
に
関

し
て
、
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
聖
書
に
依
拠
し
て
契
約
論
を
論
じ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
舶
〕

そ
れ
は
神
の
法
を
維
持
す
る
た
め
の
契
約
で
あ
っ
た
。
プ
キ
ャ
ナ
ン

の
理
論
に
は
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
よ
う
に
神
・
国
王
・
人
民
と
の
間
の

　
　
　
　
　
　
　
（
如
一

第
一
契
約
は
存
在
せ
ず
、
彼
ら
の
第
二
契
約
に
相
当
す
る
国
王
と
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
“
〕

民
と
の
問
の
契
約
の
み
が
結
ぱ
れ
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
主
張
す
る
相

互
契
約
は
寧
ろ
ロ
ー
マ
法
の
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
に
基
づ
い
た
国
王
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
坐

人
民
と
の
問
の
相
互
契
約
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
人
民
は

国
王
に
彼
ら
の
権
威
を
委
譲
す
る
が
、
国
王
が
自
ら
の
任
務
を
怠
っ

た
場
合
、
そ
の
権
威
は
剥
奪
さ
れ
人
民
に
返
還
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
理
論
に
は
『
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ
ア
エ
』
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
低
抗
は
神
の
意
志
あ
る
い
は
神
の
法
に
依
拠
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
）

宗
教
的
義
務
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
な
く
、
そ
れ
は
国
制
を
維
持
す

る
た
め
の
相
互
契
約
に
お
け
る
不
履
行
、
違
法
か
ら
生
じ
る
世
俗
的

に
論
証
さ
れ
た
低
抗
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
も
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と

モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
論
証
方
法
の
相
違
が
際
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
理
論
を
比
較
す
る
と
、
人

民
の
捉
え
方
が
薯
し
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
モ
ナ

ル
コ
マ
キ
の
理
論
に
お
い
て
は
、
個
人
が
極
端
に
強
調
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
拠
）

に
対
し
て
否
定
的
態
度
が
と
ら
れ
、
人
民
よ
り
も
人
民
の
代
表
が
集

ま
る
エ
ス
テ
ー
ツ
に
権
威
が
与
え
ら
れ
る
が
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
自
然

法
を
用
い
て
人
民
の
代
表
機
関
よ
り
も
人
民
の
権
威
を
よ
り
一
層
、

強
調
し
、
特
に
人
民
の
大
部
分
一
§
亀
ミ
菖
邑
を
重
視
す
る
の
で

＾
妬
〕

あ
る
。
従
っ
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
よ
う
に
特
定
身

分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
代
表
機
関
に
限
定
さ
れ
た
人
民
主
権
を
提

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
一

唱
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

抵
抗
権
の
論
拠
一
三
一

　
　
　
聖
書
に
基
づ
く
神
学
的
論
証
－

　
世
俗
的
論
証
方
法
と
同
時
に
、
プ
キ
ャ
ナ
ン
は
聖
書
に
も
依
拠
し

て
抵
抗
権
を
正
当
化
す
る
。
そ
れ
は
当
時
に
お
い
て
理
論
を
構
築
す

る
際
に
、
支
配
的
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
観
念
を
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
も
ブ
キ
ャ

ナ
ン
は
こ
れ
ま
で
の
理
論
の
展
開
と
は
異
な
る
独
自
性
を
示
し
た
。

彼
は
国
王
へ
の
絶
対
的
服
従
を
求
め
る
者
達
た
ち
の
聖
書
解
釈
に
対

し
て
独
自
の
解
釈
を
提
示
し
、
彼
ら
の
理
論
に
反
駁
し
よ
う
と
試
み

る
の
で
あ
る
。

　
国
王
に
対
す
る
人
民
の
絶
対
的
服
従
は
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
の

場
合
、
サ
ウ
ル
（
サ
ム
エ
ル
記
第
八
章
）
及
び
パ
ウ
ロ
の
教
義

一
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
第
十
三
章
一
に
依
拠
し
て
国
王
権
力
の
神
的
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起
源
や
神
聖
不
可
侵
で
あ
る
国
王
の
絶
対
的
権
力
か
ら
導
き
出
さ
れ

　
＾
〃
〕

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
サ
ム
エ
ル
の
神
的
起
源
を

認
め
る
が
、
サ
ウ
ル
の
そ
れ
に
は
言
及
せ
ず
、
寧
ろ
サ
ム
エ
ル
の
息

子
た
ち
の
廃
位
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
し
て
彼
は
、
サ
ム
エ
ル
の
息

子
達
が
神
の
法
に
反
す
る
判
断
を
下
し
て
い
た
た
め
人
民
が
彼
ら
の

退
位
を
神
に
要
求
し
、
神
が
そ
れ
を
聞
き
い
れ
た
と
解
釈
し
て
、
そ

こ
か
ら
人
民
の
抵
抗
権
を
導
き
出
す
。
従
っ
て
、
国
王
が
法
に
反
し

た
行
動
を
す
る
場
合
、
人
民
は
国
王
を
罷
免
す
る
権
力
を
有
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
〕

ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
権
威
に
対
す
る
服
従
を
説
く
パ
ウ
ロ
の
教
義
に
つ
い
て
ブ

キ
ャ
ナ
ン
は
、
「
彼
の
審
判
や
意
図
を
よ
く
考
慮
し
な
さ
い
。
言
葉

だ
け
を
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
い
つ
、
誰
に
む
け
て
、
な
ぜ
彼
が

そ
れ
を
書
い
た
の
か
考
察
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
一
暑
曽
－
N
ら
、

曽
）
と
述
べ
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
テ
ト
ス
書
三
章
、
テ
モ
テ
書
二
章

を
挙
げ
、
権
威
を
有
す
る
者
に
対
し
て
服
従
す
る
点
、
国
王
に
祈
り

を
捧
げ
る
点
、
ま
た
ロ
ー
マ
人
へ
の
書
簡
に
は
邪
悪
な
者
を
罰
す
る

剣
は
国
王
に
属
す
る
点
が
パ
ウ
ロ
に
よ
り
記
さ
れ
て
い
る
と
従
来
通

り
に
聖
書
を
解
釈
す
る
。
し
か
し
彼
は
権
威
を
有
す
る
者
が
「
真
に

合
法
的
な
為
政
考
」
（
℃
・
隻
P
昌
）
の
場
合
に
の
み
、
こ
れ
ら
が
有

効
で
あ
る
と
独
自
の
解
釈
を
す
る
。

　
こ
こ
で
彼
は
こ
れ
ま
で
の
理
論
と
異
な
り
、
為
政
者
を
「
地
上
に

お
け
る
神
の
代
理
人
」
一
p
黄
o
。
ヨ
一
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
。

神
の
似
姿
で
あ
る
「
真
に
合
法
的
な
為
政
者
」
に
対
し
て
は
、
人
民

は
服
従
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
為
政
者
に
対
し
て
抵
抗

す
る
こ
と
は
「
神
の
定
め
に
抵
抗
す
る
」
（
P
竃
も
．
胃
）
こ
と
に
緊

が
る
。
こ
の
よ
う
に
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
あ
る
い
は
ジ
ェ
イ

ム
ズ
な
ど
の
絶
対
王
政
論
者
が
忠
実
で
あ
っ
た
パ
ウ
ロ
の
教
義
を
擁

護
す
る
が
、
そ
の
服
従
を
「
真
に
合
法
的
な
為
政
者
」
に
の
み
適
用

し
、
パ
ウ
ロ
の
教
義
の
有
効
性
に
条
件
を
付
け
た
。
さ
ら
に
ブ
キ
ャ

ナ
ン
は
「
良
き
君
主
に
服
従
す
べ
き
と
い
う
こ
と
は
、
邪
悪
な
国
王

に
抵
抗
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
結
び
つ
か
な
い
」
一
〇
・

責
o
、
胃
一
と
主
張
し
、
パ
ウ
ロ
の
教
義
に
も
抵
抗
権
の
余
地
を
見

出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
全
て
の
権
力
の
神
的
起
源
を
説
く
パ
ウ
ロ
の
教
義
に
つ
い

て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
パ
ウ
ロ
の
書
簡
の
執
筆
目
的
を
挙
げ
る
。
そ
れ

は
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
、
為
政
者
の
権
威
を
否
定
す
る
軽
率

な
者
を
叱
責
す
る
た
め
」
一
P
責
O
、
昌
）
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、

パ
ウ
ロ
は
「
為
政
者
と
し
て
統
治
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
」
で
は
な

く
、
「
為
政
者
の
職
」
す
な
わ
ち
「
そ
の
機
能
や
職
務
」
（
O
。
婁
P

曽
）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
神
が
為
政
者
を
「
神
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の
法
の
番
人
L
と
し
て
任
命
し
た
と
し
、
そ
の
権
力
の
神
的
起
源
を

認
め
、
「
最
善
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
い
て
さ
え
も
為
政
者
の
職

は
必
要
で
あ
る
」
（
o
■
竃
も
一
曽
）
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
パ
ウ
ロ
の

書
簡
は
、
「
為
政
者
の
職
が
良
い
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
神
聖

す
な
わ
ち
神
の
定
め
で
あ
る
」
点
を
認
め
な
い
者
、
つ
ま
り
統
治
権

力
の
職
を
認
め
な
い
者
の
「
過
ち
を
論
駁
し
」
一
七
。
隻
O
、
曽
一
、
そ

れ
を
認
め
る
よ
う
に
訓
戒
し
て
い
る
と
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
独
自
の
解
釈

を
す
る
。
従
っ
て
、
彼
に
よ
る
と
為
政
者
の
職
は
神
聖
で
は
あ
る
が
、

そ
の
職
に
就
い
て
い
る
為
政
者
は
神
聖
と
は
限
ら
ず
、
邪
悪
な
場
合

は
罰
せ
ら
れ
る
。
為
政
者
の
職
と
為
政
者
自
身
と
い
う
二
分
法
を
用

い
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
こ
こ
か
ら
も
低
抗
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
主
張
し
た
よ
う
に
邪
悪
な
国
王
は
神
に

よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
て
お
り
、
人
民
は
そ
れ
に
服
従
す
べ
き
と
い
う
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
犯
〕

時
支
配
的
で
あ
っ
た
主
張
に
対
し
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
「
神
が
邪
悪

さ
の
創
造
考
と
誰
が
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
か
」
（
P
責
P
竃
一
と
反

駁
し
、
こ
の
主
張
を
根
本
的
に
否
定
す
る
。
そ
し
て
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は

再
度
、
自
ら
の
立
場
を
明
確
に
し
、
「
暴
君
が
合
法
的
に
殺
害
さ
れ

る
」
一
P
責
P
豪
一
理
由
を
聖
書
か
ら
挙
げ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
聖

書
に
は
第
一
に
「
地
位
や
階
級
の
区
別
な
く
、
邪
悪
さ
、
邪
悪
な
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
〕

た
ち
を
排
除
す
る
よ
う
明
確
に
指
示
さ
れ
て
」
一
P
O
O
。
一
P
畠
一
い
る

点
、
第
二
に
暴
君
は
「
人
民
の
利
益
の
た
め
で
は
な
く
、
自
ら
の
欲

望
を
実
現
す
る
た
め
に
権
力
の
便
宜
を
は
か
る
」
ゆ
え
に
、
「
パ
ウ

ロ
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
権
力
の
定
義
は
暴
君
に
は
属
し
て
い
な

い
」
（
P
㊤
O
。
ら
。
ぎ
）
点
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ブ
キ
ャ
ナ

ン
は
国
王
へ
の
服
従
を
主
張
す
る
者
が
盾
と
し
て
い
た
聖
書
の
論
拠

に
対
し
て
も
独
自
の
解
釈
を
試
み
、
暴
君
に
対
す
る
人
民
の
抵
抗
を

主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
も
同
様
に
聖
書
に
依
拠
し
て
暴
君
へ
の
抵
抗
を
説

一
5
1
）

く
が
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
ほ
ど
明
確
に
人
民
の
抵
抗
を
主
張
し
て
は
い
な

い
。
例
え
ぱ
、
『
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ
ア
エ
』
の
作
者
は
前
節
で
考
察
し

た
よ
う
に
サ
ウ
ル
の
神
的
起
源
を
擁
護
し
つ
つ
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
同
様

に
サ
ム
エ
ル
の
息
子
達
の
廃
位
に
つ
い
て
指
摘
す
る
が
、
彼
ら
は
神

に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
と
結
論
づ
け
て
お
り
、
人
民
に
よ
る
抵
抗
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
朋
）

を
説
く
た
め
の
論
拠
と
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
こ
の
作
者
は
人
民
を

「
神
の
民
」
と
捉
え
、
「
神
の
諸
権
利
を
守
護
す
る
国
王
に
、
人
民
は

（
5
3
〕

従
う
」
こ
と
を
説
き
、
そ
れ
を
守
護
し
な
い
国
王
、
す
な
わ
ち
暴
君

に
は
従
う
必
要
は
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
彼
の
理
論
の
根
底

に
は
国
王
よ
り
も
神
に
従
う
と
い
う
主
題
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
神
の

法
に
反
す
る
国
王
に
対
し
抵
抗
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
神
へ
の
服
従
と
い
う
観
点
か
ら
抵
抗
権
論
を
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一
別
）

構
築
し
た
が
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
こ
う
し
た
観
点
を
前
面
に
出
す
こ
と

は
な
く
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
国
制
の
維
持
に
反
す
る
国
王
に
対

す
る
抵
抗
を
主
張
す
る
た
め
に
新
た
な
聖
書
解
釈
を
試
み
る
の
で
あ

る
。　

し
か
し
人
民
に
よ
っ
て
低
抗
さ
れ
た
暴
君
の
事
例
が
聖
書
に
は
な

い
た
め
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
独
自
の
聖
書
解
釈
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
国
内
の
根
本
法
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、

「
仮
に
事
例
が
な
い
か
ら
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
な
ら
、

ど
の
く
ら
い
の
制
定
法
が
継
続
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
」
、
「
と
い
う
の
は
、

そ
の
大
部
分
は
古
来
の
事
例
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

新
た
な
欺
購
に
対
し
て
事
例
も
な
い
の
に
確
立
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
」
（
暑
．
H
冨
－
9
暑
、
葛
－
O
．
O
）
と
弁
明
す
る
。
さ
ら
に
ブ
キ
ャ
ナ
ン

は
、
「
ユ
ダ
ヤ
の
国
王
が
臣
民
に
罰
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、

我
々
の
今
の
目
的
に
は
必
要
で
は
な
い
」
、
「
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
人
民

に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
の
で
は
な
く
神
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
」
一
P
昌
9
P
O
．
O
）
と
反
駁
し
、
自
ら
の
議
論
の
対
象
は
聖
書

の
中
に
登
場
す
る
神
的
起
源
の
国
王
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
人
民

に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
国
王
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
彼

は
自
ら
の
理
論
を
正
当
化
す
る
た
め
に
再
度
、
外
国
の
歴
史
及
び
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
制
観
に
依
拠
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
聖
書
解
釈

の
整
合
性
は
さ
て
お
き
、
キ
リ
ス
ト
教
的
観
念
が
支
配
し
て
い
た
十

六
世
紀
後
半
に
お
い
て
国
王
へ
の
絶
対
服
従
を
擁
護
し
た
者
が
固
執

し
た
聖
書
の
同
じ
引
用
個
所
か
ら
抵
抗
権
を
演
緯
し
よ
う
と
す
る
彼

の
論
証
方
法
は
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

4
　
お
わ
り
に

－
抵
抗
権
の
確
立

　
か
く
し
て
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
自
然
法
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
古
来
の

国
制
観
、
聖
書
を
論
拠
と
し
て
、
暴
君
に
対
し
て
「
人
民
全
体
」
の

み
な
ら
ず
「
そ
の
一
人
一
人
」
一
§
ミ
§
o
き
§
ぎ
δ
o
も
母
ミ
㌻
吻
辻

気
§
淳
雨
§
§
）
が
国
王
を
「
殺
害
」
す
る
の
は
「
合
法
的
」
（
O
．
H
ミ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
5
）

o
、
彗
一
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に
彼
の
抵
抗
権
が
明
示
さ
れ
た
。

プ
キ
ャ
ナ
ン
は
「
人
民
全
体
」
に
関
し
て
、
『
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ
ア
エ
』

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
政
務
官
あ
る
い
は
民
会
な
ど
の
特
定
身
分
や
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
肪
一

リ
ー
ト
機
関
を
指
す
と
明
確
に
定
義
し
て
い
な
い
。
諸
個
人
の
権
威

を
強
調
し
て
い
る
こ
れ
ま
で
の
彼
の
理
論
か
ら
「
人
民
全
体
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帥
）

う
概
念
は
、
よ
り
広
範
な
人
々
を
内
包
し
、
さ
ら
に
「
そ
の
一
人
一

人
」
と
は
諸
個
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
庶
民
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
、
「
よ
り
良
い
一
部
だ
け
で
は

な
く
、
大
部
分
が
自
由
・
名
誉
・
安
全
を
維
持
す
る
た
め
立
ち
上
が

る
。
し
か
し
庶
民
全
体
（
8
昌
昌
昌
肩
o
旦
9
ざ
ぎ
ミ
g
防
）
が
抵
抗
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し
た
ら
、
そ
れ
は
我
々
が
今
論
じ
て
い
る
議
論
と
一
致
し
な
い
L
　
、

一
〇
■
H
H
o
。
ら
、
㊤
e
と
述
べ
て
お
り
、
彼
が
庶
民
全
体
に
抵
抗
権
を
付

与
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は

抵
抗
権
保
有
者
の
範
囲
を
庶
民
以
外
の
人
民
全
体
並
及
び
諸
個
人
に

ま
で
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
全
て
の
抵
抗
権
保
有
考
に
よ
る
そ
の
権

利
の
行
使
を
肯
定
し
て
い
る
と
断
定
す
る
の
は
早
急
で
あ
ろ
う
。
前

述
し
た
よ
う
に
彼
は
立
法
権
を
人
民
に
付
与
す
る
が
、
立
法
過
程
に

お
い
て
「
人
民
全
体
」
に
よ
る
審
判
を
否
定
し
、
事
実
上
、
カ
ウ
ン

シ
ル
に
立
法
権
を
帰
属
さ
せ
た
。
そ
こ
か
ら
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
理
論
上
、

抵
抗
権
を
有
す
る
「
人
民
全
体
」
と
「
そ
の
一
人
一
人
」
が
暴
君
を

罰
す
る
の
は
合
法
的
で
は
あ
る
と
し
た
が
、
事
実
上
、
抵
抗
権
の
行

使
を
カ
ウ
ン
シ
ル
に
帰
属
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
暴
君
を
纂
奪
に
よ
る
「
資
格
な
き
暴

君
」
と
合
法
的
な
君
主
の
「
行
使
に
よ
る
暴
君
」
と
い
う
二
類
型
に

分
け
る
。
そ
の
上
で
、
『
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ
ア
エ
』
の
作
者
や
べ
ー
ズ

は
前
考
に
対
し
て
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
同
様
に
諸
個
人
に
よ
る
抵
抗
権
を

認
め
る
が
、
後
考
に
対
し
て
は
等
族
や
次
位
の
為
政
者
あ
る
い
は
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
調
）

ス
テ
ー
ツ
に
の
み
抵
抗
権
を
付
与
す
る
。
し
か
し
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は

彼
ら
の
よ
う
に
暴
君
の
種
類
に
よ
り
抵
抗
権
の
保
有
者
を
区
別
せ
ず
、

「
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
関
し
て
十
全
な
る
権
力
を
手
中
に
お
さ
め
、
そ

の
権
力
が
い
か
な
る
法
の
拘
束
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
て
い
な
い
」

国
王
も
一
〇
。
震
ら
。
9
一
、
「
武
力
に
よ
っ
て
」
国
を
「
侵
害
す
る
」

纂
奪
者
も
同
じ
暴
君
で
あ
る
と
主
張
し
一
〇
・
鼻
p
艶
一
、
理
論
上
で

は
あ
る
が
、
人
民
全
体
か
ら
諸
個
人
に
ま
で
抵
抗
権
を
付
与
し
た
の

　
＾
5
9
）

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
暴
君
の
種
類
に
関
係
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
暴
君

に
対
し
て
諸
個
人
の
抵
抗
権
を
提
唱
し
た
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
理
論
は
当

時
で
は
極
め
て
急
進
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
と
同
様
な
主
題
を
掲
げ
「
暴
君
に

対
す
る
抵
抗
」
論
を
構
築
し
た
が
、
両
者
の
論
証
方
法
に
は
顕
著
な

相
違
が
見
ら
れ
た
。
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
が
聖
書
に
依
拠
し
て
、
権
力
の

神
的
起
源
を
説
く
典
型
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
理
論
と
、
人
民
に
よ
る

国
王
確
立
を
導
く
た
め
の
国
王
と
人
民
と
の
間
の
契
約
論
と
を
結
合

さ
せ
、
抵
抗
権
を
正
当
化
し
よ
う
と
試
み
た
の
と
は
異
な
り
、
ブ

キ
ャ
ナ
ン
は
人
民
の
理
性
と
法
の
み
に
神
的
起
源
を
認
め
、
始
源
状

態
か
ら
人
民
に
よ
る
政
治
的
権
威
の
確
立
ま
で
を
脱
神
学
的
な
理
論

を
中
心
に
論
じ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
よ
う
に
神
の

法
あ
る
い
は
宗
教
を
維
持
す
る
た
め
の
理
論
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
法

的
な
相
互
契
約
論
に
基
づ
き
国
制
を
維
持
す
る
た
め
の
抵
抗
権
論
を

構
築
し
、
理
論
上
、
諸
個
人
に
抵
抗
権
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。
こ
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う
し
て
構
築
さ
れ
た
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
理
論
は
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
そ
れ

よ
り
も
は
る
か
に
世
俗
的
か
つ
急
進
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
固
有
性
は

人
民
主
権
あ
る
い
は
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
提
唱
も

然
る
こ
と
な
が
ら
、
十
六
世
紀
に
お
い
て
従
来
の
神
の
観
念
及
び
聖

書
の
解
釈
に
新
た
な
視
点
を
提
示
し
た
ブ
キ
ャ
ナ
ン
独
自
の
論
証
方

法
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
や
ポ
ル
ト
ガ

ル
の
大
学
で
も
教
鞭
を
と
っ
た
こ
と
の
あ
る
当
代
き
っ
て
の
博
識
な

人
文
主
義
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
古
典
古
代
に
つ
い
て
の
人
文
主
義
的

教
養
、
聖
書
に
つ
い
て
の
豊
富
な
知
識
、
そ
し
て
母
国
の
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
の
歴
史
に
つ
い
て
の
造
詣
に
基
づ
い
て
、
多
様
な
観
点
か
ら

抵
抗
権
を
擁
護
し
、
そ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
重
層
的
な
構
造

を
も
つ
抵
抗
権
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
抵
抗
権
論
の
変
遷
に
つ
い
て
以
下
を
参
照
し
た
。
小
島
隆
一

郎
、
『
抵
抗
権
思
想
の
変
遷
　
－
中
世
よ
り
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス

ま
で
一
慶
腱
義
塾
大
学
法
学
研
究
科
修
士
論
文
、
一
九
七
〇
年
。

日
本
法
哲
学
会
編
、
『
抵
抗
権
L
、
有
斐
閣
、
一
九
六
〇
年
。

一
2
一
Ω
o
『
ま
目
U
o
冨
豪
昌
し
S
§
ミ
旨
§
｝
下
旨
§
8
ミ

一
畠
ヲ
ぎ
轟
戸
崖
§
一
暑
■
㎝
†
ミ
o
．
声
丙
．
⇒
2
o
『
尖
ε
o
’

、
O
而
o
『
胴
①
巾
巨
o
サ
顯
自
凹
目
凹
コ
エ
庁
才
①
＞
コ
o
｝
①
目
一
ω
o
O
叶
ご
m
す
O
o
目
9
岸
自
－

　
饒
昌
、
ニ
コ
§
雨
向
ミ
廻
“
§
辻
室
o
き
畠
、
完
§
“
§
ω
ξ
三
①
目
雪
け
ω

　
ρ
竃
9

（
3
）
　
本
稿
で
用
い
る
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
著
作
は
、
英
語
訳
版
に
つ
い

　
て
は
向
彗
q
向
コ
ロ
q
＝
讐
団
o
o
訂
－
窪
H
－
ミ
8
＾
ω
↓
O
－
－
）
二
崖
o
o
o
）
．

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ラ
テ
ン
語
版
に
つ
い
て
は
向
目
牲
一
争
　
向
x
肩
『
7

　
昌
o
P
U
凹
O
巷
o
～
窃
二
＞
ヨ
㎝
8
『
註
員
岩
8
）
を
用
い
る
。
な

　
お
、
以
下
の
英
語
訳
版
も
必
要
に
応
じ
て
参
照
し
て
い
る
。

　
○
プ
顯
ユ
o
㎝
司
＝
コ
自
＞
；
o
峯
o
o
庄
＾
①
庄
‘
）
一
§
雨
き
ミ
“
『
ミ
“
｝
雨
O
ミ
ミ
ミ

　
ぎ
蟹
o
§
ミ
一
＞
轟
ま
L
㊤
童
冒
昌
彗
声
雲
竃
z
①
≡
一
巨
彗
ω
1
俸

　
8
昌
∋
．
一
一
§
雨
㌧
ミ
§
、
ω
ぎ
§
雨
ミ
9
ミ
§
§
§
“
亀
§
o
亮

　
き
“
⑦
§
冴
（
g
震
胴
o
き
］
㊤
賓
一

（
4
）
　
ω
忘
昌
彗
易
旨
邑
冨
｝
『
巨
員
声
－
．
－
豊
＝
含
冨
冨
．
俸

　
ま
q
9
一
一
s
s
姜
民
〔
§
ぎ
⇔
§
§
o
μ
ト
b
暮
§
雨
ミ
ト
“
ざ
尋

　
§
ぎ
急
－
）
§
ミ
誌
2
而
冬
く
O
『
ぎ
H
O
S
一
ら
1
蜆
－

一
5
一
ε
雪
葦
ω
ζ
昌
曇
一
－
さ
雨
き
§
§
§
嚢
ミ
ミ
o
き
§

　
き
ミ
註
〔
s
、
§
o
亮
ぎ
壮
－
＾
O
団
昌
σ
『
己
胴
P
H
㊤
㊤
o
o
〕
一
P
ω
o
H
1
O
｛
一
ロ
ー
ω
ム
ω
一

　
コ
ー
－
．

（
6
）
　
』
－
甲
；
．
ω
巴
昌
o
p
、
＞
コ
≧
8
昌
き
き
↓
ざ
o
｛
o
H
，
o
看
－

　
－
胃
内
窃
尻
訂
旨
ρ
里
』
｝
顯
畠
p
カ
o
㎝
竃
o
毒
與
目
o
－
o
o
斥
①
阯
一
一
旨

　
b
ミ
§
肉
き
軸
膏
ミ
き
§
9
o
ぎ
畠
｝
、
ミ
ミ
§
ニ
ヨ
o
『
彗
o
p

　
H
竃
豊
暑
あ
轟
－
お

（
7
）
キ
ま
膏
匡
－
幸
姜
団
目
m
o
コ
』
S
ミ
§
き
ぎ
§
－
9
§
〔
“
§
吻
・
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ミ
耐
屹
｝
　
“
ミ
“
ま
雨
ト
崎
雨
o
、
旨
§
雨
防
　
ミ
＾
向
庄
山
自
一
〕
■
－
。
胴
ブ
｝
H
㊤
↓
o
〕
1
℃
．
H
o
o
－

　
－
」
〕
．
竃
o
｝
凹
『
－
曽
一
①
一
．
〔
｝
o
o
H
胴
o
　
団
自
o
7
凹
＝
田
自
印
箏
o
　
勺
『
①
目
o
＝
　
＝
菖
蜆
目
－

　
｛
m
コ
一
、
－
　
－
コ
　
＞
1
　
＝
．
　
一
「
一
　
「
①
く
－
　
＾
①
」
．
〕
’
　
き
§
亀
ミ
｝
1
｝
§
　
　
“
s
　
～
ミ
o
雨

　
＾
…
凹
目
o
＝
o
ω
叶
①
『
一
H
o
べ
o
〕
一
〇
‘
ω
o
ω
．

（
8
）
睾
彗
身
○
団
訂
ぎ
．
○
目
9
o
寄
ぎ
守
o
昌
O
冒
9
彗
o
二
〇

　
－
①
o
o
o
o
H
「
「
ブ
而
、
o
－
津
｝
〔
凹
－
一
り
ケ
o
＝
血
q
ブ
↓
o
｛
－
o
＝
目
…
凹
」
o
『
凹
目
o
〔
｝
而
o
『
①
q
何

　
困
＝
o
す
印
目
団
自
、
1
－
自
旨
ミ
§
富
～
曳
饒
ミ
．
討
｝
昏
ω
“
ミ
～
“
雨
吻
M
＾
H
o
①
N
ン
o
o
．
H
－

　
曽
－

（
9
一
丙
o
需
『
＞
－
童
竃
o
P
．
寄
x
ω
ζ
昌
蠣
Ω
8
『
鵯
要
o
す
彗
彗
一

　
』
與
昌
①
ω
く
－
国
目
庄
｝
o
ω
o
o
け
己
ω
ブ
ー
〕
o
－
津
｝
、
L
目
－
o
す
目
U
峯
く
艘
g
芝

　
（
①
匝
餉
．
ン
き
s
㌧
“
慧
軸
o
弐
里
軸
餉
　
o
§
“
昏
雨
き
、
｛
討
ε
亀
s
，
　
o
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ

　
§
、
宮
　
ミ
o
き
§
ω
o
o
、
ざ
ミ
、
＾
向
庄
’
コ
げ
目
『
胴
ブ
ー
－
㊤
o
0
M
）
1
o
o
－
o
－
ω
ω
1

（
1
0
）
　
上
記
以
外
の
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
思
想
に
関
す
る
主
な
論
文
は
以

　
下
の
通
り
。
、
．
＝
冒
崖
卑
o
峯
p
Ω
§
菊
雨
、
ミ
o
ぎ
§
き
き
§
§
■

　
帖
．
｝
叶
富
s
～
完
さ
§
雨
、
＾
内
o
｛
目
げ
E
『
胴
ブ
ー
H
o
o
㊤
o
〕
－
．
匡
．
｝
自
『
目
μ
．
巾
o
＝
ゴ
ー

　
○
国
－
－
庄
①
凹
m
o
｛
（
｝
o
o
『
胴
o
匝
⊆
o
サ
団
目
国
自
．
－
－
目
ω
o
o
〔
庄
ω
才
　
き
甘
、
o
ミ
．
§
』

　
完
雨
e
｛
雨
ミ
　
ω
O
　
｛
H
O
㎝
H
）
1
七
〇
．
①
0
1
①
O
O
．
｝
一
』
『
目
μ
　
§
軸
　
ぎ
“
　
卜
昌
ミ
　
O
、

　
宍
“
ミ
憤
ぎ
曹
　
　
＾
○
x
申
o
『
⊆
1
　
H
o
o
①
〕
　
〔
当
印
ω
胴
o
ξ
　
　
o
自
回
け
⑦
『
o
①
自
け
①
目
凹
H
く

　
ω
一
自
o
－
o
g
o
雨
o
お
“
肉
筥
〔
“
昌
s
昌
s
＾
〔
当
団
ω
o
q
o
妻
1
H
㊤
o
司
）
－
」
〕
．
竃
o
向
団
『
－

　
－
四
目
o
’
、
ミ
〔
淳
亀
ミ
富
§
＾
「
o
コ
匝
o
＝
1
H
o
o
0
H
）
宛
o
胴
①
『
＞
．
竃
顯
ω
o
自
1
べ
“
s
恥
・

　
｝
ぎ
曹
　
萬
詩
、
　
、
寺
雨
　
o
o
§
§
o
ミ
§
“
畠
～
　
＾
－
匹
’
コ
一
〕
一
』
『
印
q
ブ
’
－
㊤
o
o
o
）
1
o
〇
一
N
H
蜆
－

　
ム
H
－
－
與
目
一
〇
ω
向
．
勺
ゴ
＝
＝
o
㎝
1
．
〔
｝
両
o
『
胴
o
困
目
o
す
印
目
団
目
四
旨
匝
↓
す
o
ω
－
匝
・

　
目
①
く
O
オ
o
－
①
．
一
｛
自
辻
ミ
ミ
弐
鳶
ざ
S
卜
§
§
ミ
O
“
§
、
軸
『
営
H
N
ρ
o
卜
o
o
－

　
○
ン
o
o
．
N
ω
－
蜆
㎝
1

（
u
）
　
…
顯
ω
o
p
、
宛
①
x
ω
斤
o
庁
o
蜆
、
一
p
N
ド

（
1
2
）
　
丙
〇
一
］
何
ユ
　
］
≦
1
穴
－
目
胴
o
o
P
　
．
O
巴
三
ユ
ω
昌
　
国
自
庄
　
勾
耐
臥
弩
顯
目
o
耐

　
一
「
ブ
①
o
『
｝
1
一
蜆
蜆
o
－
H
蜆
o
o
o
．
1
－
自
－
．
｝
－
匝
巨
「
目
叩
＾
①
庄
．
〕
一
§
雨
〔
ポ
§
｝
ミ
．
膏

　
雰
δ
ミ
県
き
ミ
、
o
s
、
§
o
翁
寺
“
＾
O
国
目
げ
H
己
口
q
P
H
o
o
①
ン
o
P
S
ム

　
ふ
、
ω
ζ
目
亮
■
き
“
§
き
“
ざ
ミ
眈
二
一
p
冒
一
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
理
論
は

大
陸
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
理
論
の
よ
う
に
抵
抗
権
の
行
使
者
を
特

定
の
機
関
に
限
定
し
て
い
な
い
点
、
ま
た
世
俗
的
で
あ
る
点
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
1
3
）
　
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
一
暴
君
放
伐
）
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ー
ク
レ

　
イ
に
よ
る
造
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
及
び
カ
ト

　
リ
ッ
ク
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
ユ
グ
ノ
ー
派
（
プ
ロ

　
テ
ス
タ
ン
ト
）
に
属
す
る
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
理
論
を
対
象
と
し
、

　
そ
の
典
型
的
な
理
論
が
見
ら
れ
る
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
・
ユ
ニ
ウ
ス
・

プ
ル
ト
ゥ
ス
一
匿
名
）
著
『
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ
ア
エ
』
を
中
心
に
考

察
す
る
。

一
1
4
一
　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
自
身
は
始
源
状
態
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
な

　
い
が
、
本
稿
で
は
英
語
訳
版
及
び
二
次
文
献
を
参
照
し
、
社
会
形

成
以
前
の
状
態
を
始
源
状
態
と
す
る
。
｝
冒
ぎ
畠
旨
一
b
雨
ミ
ミ

　
○
蜆
↓
o
－
o
．
o
o
．
。
o
ミ
§
　
ま
o
§
“
ミ
“
帖
“
ミ
註
塙
害
‡
｛
吻
亀
“
凸
ミ
匝
雨
討
富
§
昌
ミ
“
ミ
．
屹

　
昏
s
｝
ミ
昌
ミ
ミ
“
一
、
竃
凹
o
ブ
『
o
－
＝
一
§
吋
エ
ミ
亀
s
、
⑦
〔
｛
軸
§
o
雨
o
、
〔
…
o
竈
雨
、
ミ
ー
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§
§
戸
P
曽
1
．
凹
ロ
ユ
ヨ
一
ご
く
而
O
O
コ
2
巨
O
コ
．
、
ω
凹
一
ヨ
O
P
、
＞
岸
O
；
苧

　
；
o
↓
ぎ
o
～
．
ら
隻
①
－
．
凹
肩
窃
o
o
巨
眈
冨
8
o
＝
崖
F
冒
①
．
、

一
1
5
一
　
こ
の
頁
数
は
前
者
が
英
語
訳
版
、
後
者
が
ラ
テ
ン
語
版
を
示

　
す
。
以
下
、
同
じ
。

（
1
6
）
　
本
稿
で
は
ぎ
§
o
を
人
間
と
訳
す
。

一
1
7
一
　
冬
鶉
o
貝
．
刃
要
望
o
ざ
易
、
ら
ー
畠
．

（
1
8
）
　
プ
キ
ャ
ナ
ン
は
霊
ω
o
o
訂
ユ
o
コ
o
｛
昌
o
目
と
δ
『
ヨ
顯
巨
o
目
o
｛

　
巨
昌
彗
8
q
o
｛
を
同
じ
意
味
で
扱
う
。
卑
一
g
彗
彗
一
b
軸
さ
ミ

　
＾
p
畠
も
ー
ε

一
1
9
一
　
本
稿
で
は
袖
§
ミ
婁
を
人
民
と
訳
す
。

（
2
0
）
　
バ
ー
ン
ズ
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
理
論
で
は
人
民
が
法
の
源
泉
で

　
あ
る
と
指
摘
す
る
が
、
筆
者
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
生
得
理
性
の

　
結
果
、
法
の
源
泉
は
神
で
あ
る
と
考
え
る
。
O
－
｝
胃
目
9
．
勺
〇
一
三
一

　
畠
＝
宗
震
、
一
〇
．
竃
．

（
2
1
）
　
｝
冨
巨
四
畠
一
戸
b
雨
旨
ミ
＾
o
，
S
一
口
。
竃
）
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
国
王
を

　
伴
う
カ
ウ
ン
シ
ル
に
よ
る
立
法
を
主
張
す
る
が
、
作
晶
に
登
場
す

　
る
対
話
者
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
が
こ
の
自
由
を
人
民
に
も
付
与
す
る
の

　
か
と
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
問
い
、
そ
れ
に
対
し
て
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
付
与

　
す
る
と
答
え
る
。
そ
こ
か
ら
筆
者
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
人
民
の
立
法

権
を
肯
定
し
て
い
た
と
考
え
る
。

（
η
）
　
O
ざ
①
『
〇
一
．
○
自
巨
］
①
－
国
峯
、
－
｝
汀
ゲ
｛
コ
ー
四
自
一
〇
眈
向
1
0
l
N
何
汀
巴

　
＾
①
匡
－
〕
一
Q
S
、
昏
雨
○
o
§
§
o
ミ
ミ
軸
昌
“
、
寺
昌
§
、
O
ミ
、
“
軸
卜
亀
§
｝
＾
O
顯
目
一
一

　
げ
『
己
鷺
し
竃
隻
p
］
一
一
1

（
2
3
）
　
本
稿
で
は
英
語
訳
版
で
使
用
さ
れ
て
い
る
カ
ウ
ン
シ
ル

　
（
8
…
－
〔
；
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
カ
ウ
ン
シ
ル

　
の
定
義
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、
彼
の
理
論
の
文
脈
と
同

　
時
の
時
代
背
景
か
ら
そ
れ
は
議
会
に
相
当
す
る
身
分
制
議
会

　
（
一
訂
O
o
舅
彗
ゴ
昌
o
｛
屏
訂
一
鶉
）
を
意
味
す
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
旨
＝
與
目
○
o
o
庄
彗
p
、
↓
＝
①
向
ω
訂
片
露
ヲ
｝
o
ω
8
暮
一
讐
巾
胃
＝
苧

　
ヨ
雪
F
一
轟
甲
ミ
ミ
、
二
目
き
き
亀
§
§
ざ
ミ
ま
気
o
ミ
宗
（
－
㊤
塞
）
ら
．

　
員
目
．
－
9
q
■
議
会
の
発
展
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
ρ
峯
、

　
ω
’
巾
竃
昌
ヌ
宗
“
曇
淳
曹
亀
ミ
、
§
ξ
一
吻
s
§
ミ
、
H
8
o
－
H
さ
①

　
一
向
2
ま
…
血
q
7
－
竃
H
）
一
君
．
－
N
①
由

一
2
4
）
　
巾
冒
＝
彗
彗
一
b
雨
さ
ミ
一
〇
．
お
一
〇
一
曽
）
国
王
が
完
全
な
徳
を
持

　
つ
場
合
、
放
縦
に
陥
る
こ
と
は
な
い
の
で
「
法
の
必
要
性
は
な
い

　
か
も
し
れ
な
い
」
と
プ
キ
ャ
ナ
ン
は
付
言
す
る
。

（
2
5
）
　
O
［
…
凹
m
o
P
．
宛
①
x
ω
け
o
－
〇
一
』
ω
、
一
〇
』
ド

（
％
）
　
O
斥
o
『
9
．
○
目
↓
プ
o
－
饅
婁
㎝
．
一
〇
」
σ
ド

＾
2
7
）
窒
鶉
o
P
ネ
“
嚢
昏
曹
s
s
軋
§
軸
O
o
§
§
o
ミ
ミ
§
、
P
S
ω
．
ブ

　
キ
ャ
ナ
ン
は
限
定
付
き
で
は
あ
る
が
、
パ
ウ
ロ
の
教
義
と
同
じ
理

論
を
擁
護
す
る

〔
鴉
）
　
O
o
＝
目
宍
－
o
P
い
ミ
｝
e
雨
ミ
“
ミ
恥
2
o
“
ざ
S
、
、
｝
き
急
＾
O
団
目
己
〕
ユ
中

⑰
q
p
H
畠
睾
o
1
昌
－

一
2
9
一
　
0
8
『
鵯
｝
昌
才
彗
彗
一
旨
昌
①
ω
≧
斤
昌
彗
一
＆
1
俸
巨
彗
m
．
）
一
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§
軸
姜
ざ
ミ
県
ω
s
“
ぎ
s
軋
二
俸
ヨ
＾
Ω
鶉
｝
q
o
享
崖
ミ
〕
ブ
キ
ャ

　
ナ
ン
の
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
』
は
ヘ
ク
タ
ー
・
ボ
イ
ス
の
『
ス

　
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
年
代
記
』
に
依
拠
し
て
お
り
、
信
懸
性
に
欠
け
て

　
い
る
。
そ
こ
か
ら
彼
は
人
文
主
義
的
歴
史
家
で
あ
る
と
称
さ
れ
て

　
い
る
。
↓
冨
く
昌
－
勾
｛
p
．
Ω
8
『
需
巾
言
巨
彗
彗
．
ら
．
N
H
．
一
方
、

　
マ
ク
フ
ァ
レ
ン
は
プ
キ
ャ
ナ
ン
の
歴
史
書
に
は
一
五
三
〇
年
代
の

　
フ
ラ
ン
ス
人
文
主
義
の
多
大
な
影
響
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
窒
o
｝
胃
－
彗
9
．
o
①
o
握
①
巾
膏
＝
彗
彗
彗
α
軍
昌
9
＝
自
ヨ
彗
・

　
尉
昌
．
一
p
ω
8
．

（
3
0
）
　
匝
暮
臣
墨
P
§
“
雰
ざ
ミ
ニ
ら
ー
H
睾

（
3
1
）
　
巾
昌
ぎ
コ
彗
一
§
軸
婁
§
享
一
〇
〇
．
彗
㌣
㊤
－

（
3
2
）
　
O
－
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世
は
フ
ァ
ー
ガ
ス
の
征
服
論
を
肯
定
し
、

　
そ
こ
か
ら
国
王
の
立
法
権
を
主
張
す
る
。
注
…
鶉
≦
一
旨
訂
昌

勺
．
ω
o
ヨ
ヨ
實
く
…
二
＆
．
一
一
き
薦
旨
§
雨
｝
ミ
§
、
㌧
き
ミ
ざ
ミ

　
妻
迂
§
＾
O
軸
昌
一
〕
ユ
庄
胴
P
H
但
㊤
杜
ン
戸
↓
ω
1

（
3
3
）
　
小
林
孝
輔
・
佐
々
木
高
雄
（
共
訳
）
、
R
・
ト
ロ
イ
マ
ン
薯
、

　
『
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
ー
人
民
主
権
論
の
源
流
』
、
学
陽
書
房
、
昭
和
五

十
一
年
、
六
十
一
－
六
十
六
頁
。
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
マ
リ
ア
ナ
を

除
い
て
始
源
状
態
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
な
い
。

（
3
4
）
　
ω
昌
；
ω
一
S
ぎ
ミ
〔
“
§
S
s
、
§
⇔
§
§
ミ
婁
一
P
■
†
昌
一
な
お
、

邦
訳
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
し
た
。
城
戸
由
紀
子
、
『
僧
主
に

対
す
る
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ
ア
エ
』
、
東
信
堂
、
一
九
九
八
年
、
九
十

　
二
－
九
十
六
頁
。
ぺ
ー
ズ
も
『
臣
民
に
対
す
る
為
政
者
の
権
利
に

　
つ
い
て
』
の
中
で
国
王
は
。
o
a
巴
篶
」
耳
　
o
ま
、
一
．
一
易
冨
＝
＆

け
享
昌
筈
君
君
一
串
〇
一
雪
饒
o
目
、
と
主
張
す
る
。
↓
忍
3
o
篶
宗

　
団
g
9
。
昏
胴
巨
o
｛
竃
鍔
卑
昌
8
ω
．
ニ
コ
旨
＝
彗
声
軍
彗
…
目

　
♂
畠
畠
．
俸
＆
．
）
一
〇
〇
婁
ミ
ミ
討
o
ミ
萬
茅
§
昌
s
“
氏
s
泳
ざ
彗
o
軸
ぎ
き
“

　
い
ミ
軸
§
き
○
§
ミ
ミ
2
①
奉
く
o
『
ぎ
－
o
8
）
一
p
H
匿
1

（
3
5
）
　
巾
昌
9
㎝
一
ミ
ミ
き
〔
“
§
S
ミ
§
⇔
§
ミ
§
夕
o
．
H
豊
－
城
戸
、

前
掲
書
、
九
十
九
頁
。

（
3
6
）
小
林
、
前
掲
書
、
六
十
六
－
六
十
九
頁
。
例
外
と
し
て
F
・

　
オ
マ
ン
が
い
る
。
オ
マ
ン
は
『
フ
ラ
ン
コ
ガ
リ
ア
』
の
中
で
、
専

　
ら
ゲ
ル
マ
ン
的
人
民
選
定
制
の
慣
習
に
基
づ
く
フ
ラ
ン
ス
の
国
制

観
に
依
拠
し
て
人
民
に
よ
る
国
王
創
造
を
正
当
化
し
た
。
軍
彗
、

　
o
o
赤
＝
g
ヨ
彗
一
勾
巴
昌
向
．
g
o
ω
2
彗
o
－
．
甲
竃
‘
ω
巴
昌
昌

p
津
貝
旨
彗
ω
．
『
窃
肩
g
一
き
ξ
）
一
～
ミ
§
§
亀
6
凹
昌
写
一
鼻
p

　
畠
s
〕
一
七
〇
1
ω
ω
ω
－
お
．

（
3
7
）
　
団
膏
爵
量
貝
b
雨
旨
ミ
＾
P
貝
o
．
巳
一

（
3
8
）
　
｝
昌
巨
9
ミ
s
ミ
〔
｝
§
S
ミ
§
⇔
§
ミ
ミ
8
一
暑
．
H
宣
－
㊤
一
城
戸
、

前
掲
書
、
百
二
十
－
百
二
十
六
頁
。

一
3
9
一
　
｝
昌
9
μ
ミ
§
き
9
§
S
ミ
§
⇔
ミ
s
ミ
姜
ら
■
S
■
城
戸
、
前

掲
書
、
三
十
九
頁
。

一
4
0
一
　
〇
〇
昌
2
9
ミ
ミ
、
ミ
§
S
ミ
§
⇔
§
ミ
s
富
ら
．
曽
。
城
戸
、
前

掲
書
、
三
十
八
頁
。
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（
4
1
一
ω
Σ
…
貝
き
塞
§
き
ぎ
嚢
一
一
一
勺
。
ω
昌
．
ユ
グ
ノ
ー
と
ブ
キ
ャ

　
ナ
ン
の
理
論
の
相
違
に
関
し
て
ス
キ
ナ
ー
は
前
者
が
宗
教
的
契
約

　
と
政
治
的
契
約
の
二
種
類
を
挙
げ
た
の
に
対
し
、
プ
キ
ャ
ナ
ン
は

　
政
治
的
契
約
を
挙
げ
た
点
を
指
摘
す
る
。

（
〃
）
　
0
1
＝
．
H
≦
o
－
ミ
巴
員
　
O
o
S
急
“
、
ミ
ミ
o
ミ
昌
ミ
眈
§
　
』
ミ
〔
ざ
ミ
“
　
昌
§
“

　
ミ
o
き
§
c
o
§
一
暑
．
竃
－
お
、
邦
訳
、
森
岡
敬
一
郎
、
『
立
憲
主
義

　
そ
の
成
立
過
程
』
、
慶
雁
通
信
、
昭
和
四
十
三
年
、
百
二
－
百
十

　
頁
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
主
張
し
た
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
は
ブ
ラ
ク
ト
ン

　
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ρ
。
三
吉
敏
博
一
訳
）
、
P
・
C
・
マ
イ

　
ヤ
ー
1
ー
タ
ッ
シ
ュ
著
、
『
ホ
ッ
ブ
ズ
と
抵
抗
権
』
、
木
鐸
社
、
一
九

　
七
六
年
、
百
五
十
八
頁
。
ミ
巴
8
『
⊂
＝
ヨ
彗
p
㌧
婁
ざ
Q
呉

　
き
ミ
“
§
、
§
o
竈
ミ
h
§
雨
ミ
“
ミ
、
軸
ト
窒
弓
昌
①
q
三
コ
団
8
訂
一

　
畠
事
）
一
暑
自
†
蜆
■
邦
訳
、
朝
倉
文
市
、
『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政

治
思
想
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
三
年
、
二
百
三
十
八
頁
。

一
4
3
）
　
』
．
ミ
ー
≧
一
雪
一
き
ミ
“
§
、
§
o
鳶
ミ
ぎ
き
雨
望
辻
雨
§
き

　
o
§
ざ
ミ
〔
髪
g
巨
雪
し
畠
ε
一
〇
1
ω
ω
9

（
μ
一
　
小
林
、
前
掲
書
、
六
十
一
－
六
十
二
頁
。

（
4
5
）
　
O
団
斥
①
ξ
一
、
○
自
け
一
崖
カ
o
団
包
．
一
P
墨
‘
オ
ー
ク
リ
ー
に
よ
る
と

　
§
ミ
ミ
ミ
δ
の
定
義
は
「
量
的
に
も
質
的
に
も
優
っ
て
い
る
人

　
民
」
で
あ
る
。
O
“
旨
旨
彗
P
写
彗
斥
＝
P
旨
き
ミ
ト
ミ
ぎ
§
良

　
“
昏
雨
§
“
o
ミ
ミ
い
o
竈
軸
ミ
酎
ミ
骨
＾
O
凹
ヨ
一
〕
ユ
庄
胴
9
－
o
刊
o
o
）
一
P
ω
一
自
．
ム
ー

邦
訳
、
今
中
比
呂
志
・
渡
辺
有
二
、
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
と
主
権

　
理
論
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
O
年
、
二
十
七
頁
、
一
註
）
四
。

（
4
6
）
　
ω
王
昌
P
き
§
き
ぎ
§
二
一
一
〇
．
窒
N
－
ω
巴
昌
o
P
．
≧
箒
『
畠
－

　
饒
き
↓
訂
O
～
、
一
竈
P
O
。
畠
－
一
〇
．
O
O
S
．
サ
モ
ン
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と

　
ロ
ッ
ク
の
理
論
に
見
ら
れ
る
共
通
点
を
二
点
挙
げ
る
。
一
点
目
は

　
始
源
状
態
の
受
容
、
二
点
目
は
人
民
が
実
際
に
権
力
を
行
使
す
る

　
と
い
う
信
念
一
エ
リ
ー
ト
組
織
に
限
定
さ
れ
た
人
民
主
権
を
拒
否

　
し
た
点
）
で
あ
る
。

一
4
7
一
　
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
し
た
絶
対
王
政
論
者
に
は
例
え
ぱ
ボ
ダ

　
ン
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世
が
い
る
。
一
方
で
、
抵
抗
権
を
主
張
し
た

　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ジ
ョ
ン
・
ポ
ネ
ッ
ト
と
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・

グ
ッ
ド
マ
ン
も
サ
ウ
ル
の
神
的
起
源
を
認
め
て
い
る
。
サ
ウ
ル
の

神
的
起
源
は
従
来
の
観
念
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

屈
）
O
｛
・
プ
キ
ャ
ナ
ン
は
絶
対
王
政
論
者
が
引
用
し
た
サ
ム
エ
ル

記
第
八
章
に
示
さ
れ
て
い
る
国
王
の
所
業
に
つ
い
て
は
言
及
し
て

　
い
な
い
。
例
え
ぱ
、
『
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ
ア
エ
』
の
作
者
は
こ
の
個

所
を
、
国
王
権
力
を
制
限
す
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
解
釈
す
る
。

　
団
昌
巨
ψ
s
ざ
ミ
、
§
8
ミ
§
⇔
§
ミ
§
㎞
ら
o
．
H
s
－
卜
城
戸
、
前

掲
書
、
百
五
十
二
－
百
五
十
五
頁
。

一
4
9
）
　
ρ
．
団
刷
N
P
．
雪
嘗
け
o
｛
竃
品
艮
冨
8
餉
。
ら
、
－
冒
．
国
を
懲
罰
す

　
る
た
め
に
神
が
邪
悪
さ
を
遣
わ
し
た
と
べ
ー
ズ
は
解
釈
す
る
。

一
5
0
）
　
同
じ
点
は
別
の
個
所
（
巳
冒
；
、
S
）
で
も
触
れ
ら
れ
て
い

　
る
。
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＾
5
1
）
　
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
聖
書
の
解
釈
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

　
小
林
、
前
掲
書
、
七
十
七
－
八
十
一
頁
。

＾
5
2
）
　
零
暮
島
一
ミ
ミ
き
〔
“
§
S
ミ
§
⇔
§
ミ
§
坊
ら
、
ω
。
城
戸
、
前

掲
書
、
四
十
一
－
四
十
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
5
3
）
　
零
巨
易
一
ミ
ミ
き
o
“
§
S
ミ
§
⇔
§
§
畠
一
暑
一
S
－
↓
o
．
城
戸
、

前
掲
書
、
三
十
六
頁
。

一
別
）
　
悪
N
9
．
2
①
q
巨
o
↓
…
品
艮
蟹
斤
鶉
、
ら
1
昌
N
1

＾
5
5
）
　
q
．
ω
罧
＝
彗
彗
一
b
軸
ミ
ミ
一
P
司
N
も
、
墨
）
対
話
者
メ
イ
ト
ラ

　
ン
ド
の
発
言
に
も
同
様
な
主
張
が
み
ら
れ
る
。
暴
君
を
「
殺
害
し

　
た
者
に
対
す
る
褒
美
は
人
民
全
体
の
み
な
ら
ず
、
諸
個
人
に
も
認

　
め
ら
れ
る
。
」

（
5
6
）
　
零
暮
畠
一
ミ
ミ
き
9
ミ
S
ミ
§
⇔
ミ
s
§
｝
も
一
竃
城
戸
、
前

掲
書
、
六
十
六
－
六
十
八
頁
。

（
5
7
）
　
O
｛
、
…
鶉
o
P
、
刃
震
ω
巨
〔
畠
、
ら
■
M
0
■
筆
者
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の

　
い
う
「
人
民
全
体
」
は
以
下
の
二
点
の
主
張
か
ら
よ
り
広
範
な

　
人
々
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
る
。
国
王
は
戴
冠
式
で
「
人
民
全

体
」
に
対
し
て
法
律
を
遵
守
す
る
こ
と
を
誓
う
。
団
膏
ぎ
冨
貝

　
b
雨
ミ
ミ
一
暑
吏
－
9
0
■
8
）
「
人
民
全
体
」
は
法
よ
り
も
よ
り
大

　
き
な
権
能
を
有
す
る
。
一
P
H
崖
O
ま
．
）

（
5
8
〕
｝
昌
9
㎝
一
S
s
き
〔
“
§
S
ミ
ミ
⇔
§
暑
§
－
も
o
．
崖
－
－
臼
N
．
城

戸
、
前
掲
書
、
百
六
十
五
－
百
九
十
八
頁
。
に
刷
N
p
　
．
雪
σ
胃
巨
　
o
｛

　
竃
畠
一
ω
冒
算
①
ω
、
一
暑
1
H
冨
－
H
㎝
－

一
5
9
一
〇
｛
・
ロ
ッ
ク
は
プ
キ
ャ
ナ
ン
が
人
民
の
抵
抗
権
を
肯
定
し
た

　
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
』
o
ヲ
ピ
o
鼻
9
　
巾
g
實
　
「
鶉
一
〇
一

　
＾
o
庄
シ
ぎ
o
ぎ
亀
淳
8
県
Ω
o
ミ
§
§
§
二
〇
〇
ヨ
げ
『
ご
口
q
9
岩
o
o
o
o
〕
一

p
亀
ド
邦
訳
、
鵜
飼
信
成
、
『
市
民
政
府
論
』
、
岩
波
文
庫
、
一
九

　
九
七
年
、
二
百
三
十
四
頁
。

　
　
　
　
「
一
篶
一
一
裏
籔
一
一
－
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
一
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